
議案第６４号  

 

　　　指定管理者の指定について  

 

　次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。  

 

１　管理を行わせる施設の名称及び所在地  

　　名　称　　阪南市立尾崎公民館  

　所在地　　阪南市尾崎町一丁目１８番１５号  

２　指定管理者となる団体の名称及び所在地  

　　名　称　　一般社団法人　こうとく  

　　代表者　　代表理事　原田　加代子  

　　所在地　　大阪府和泉市和気町四丁目７番２－３０９号  

３　指定の期間  

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで  

 

 

令和７年１２月２日提出  

 

 

阪南市長　上　甲　　　誠　  

 

 

提案理由  

　阪南市立尾崎公民館の管理を指定管理者に行わせるための措置  
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一般社団法人こうとくの概要 

 

１　組織 

名　称　　一般社団法人　こうとく  

代表者　　代表理事　原田　加代子 

所在地　　大阪府和泉市和気町四丁目７番２－３０９号 

       設　立　　令和３年２月 

 

２　主な業務内容 

　　 　学術及び科学技術の振興並びに地域社会の健全な発展を目的と

し、その目的に資する以下の業務 

・公共施設の運営受託 

・地域活性化に関するコンサルティング事業 

・官公庁、学校及び企業のコンサルティング 

・教育、福祉に関する研究、調査及び認証評価 

・各種研修及びセミナーの実施 

・附帯関連事業 
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